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説明資料 

 

 
 
 
１ 改正事由 
  令和８年度から長野県が当広域連合に参画することに伴い、当広域連合議会の

構成も変更されることから、各常任委員会の定数を変更し、新たに選任される県

議会議員がいずれかの常任委員会に所属できるようにするもの。 

 

 

 

２ 改正内容 

  各委員会の定数を「７人」から「８人以内」とする。 

 

 

 

 

３ 施行期日  令和８年４月１日  

発議第１号 木曽広域連合議会委員会条例の一部を改正する条例について 


